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 WarpLink ICES パックプラン利用規約 

 

第1条 (利用規約の適用) 

1. センチュリー・システムズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、WarpLink ICES パックプラン利用規約（以下、

「利用規約」といいます)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者（以下、

「契約者」といいます)に対し、WarpLink ICES パックプラン（以下、「本サービス」といいます)を提供します。なお、

特段定めのない事項については WarpLink ICES の利用規約に準ずるものとします。 

 

第2条 (利用規約の変更) 

1. 当社は、利用規約を適宜変更することができます。提供条件は、変更後の利用規約によります。  

2. 当社は、利用規約を当社ホームページに掲示します。 

3. 当社のホームページに掲示することにより、個別の通知及び説明に代えさせていただくことができるものとします。 

 

第3条 (用語の定義) 

1. 利用規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用 語 の 意 味 

WarpLink ICES (ICES: Internet Connect and Enterprise Support)はおもに遠隔監視を目

的として当社のモバイル通信対応機種を導入される契約者を対象にした

サービスです。 

WarpLink DDNS Lite 当社指定機器に対する DDNS サービスおよび、運用支援サービスであ

り、かつ当社が仕様を定めるものになります。 

SIM カード 当社が契約者にレンタルする、モバイル通信を行う為の通信用 SIM カー

ド です。 

SMS ShortMessageService の略。携帯電話番号を利用して文字情報の送受信

が可能です。 
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第4条 (サービスの内容) 

1. 当社が提供する本サービスは、次のサービスから構成されるものとします。 

サービス 内容 

WarpLink ICES パックプランサービス 

 

・当社指定機器のレンタル 

・SIM カードのレンタル（速度によりプランが異なります。） 

・当社指定機器のモバイル通信設定 

・オプションで SMS が利用可能。（プランにより利用不可。） 

・WarpLink DDNS Lite  

第5条 (サービスの提供地域) 

1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。 

2. 契約者は理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて使用することができません。 

 

第6条 (サービス提供条件) 

1. 本サービスのモバイル接続サービスについて利用規約に特段の定めのない事項については、各通信会社の定

める内容が優先するものとします。 

 

第7条 (機器のレンタル) 

1. 本サービスとして当社は、レンタル機器のご提供をいたします。 

 

第8条 (レンタル機器の納入および引渡し等) 

1. 当社は、レンタル機器(以下、「本機器」といいます。)を、定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する

者によって契約者の指定する場所に納入するものとします。 

2. 本機器引き渡しを受けた後、3営業日以内に当社に対して不具合を通知しなかった場合は、正常に機能した状態

で引き渡されたものとします。 

3. 当社は、契約者に対して、引渡し時において本機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、本機器の商品

性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。 

 

第9条 (本機器の利用等) 

1. 契約者は、本規約の各条項および当社の指示に従い、本機器を善良な管理者の注意をもって、使用、保管しま

す。 

2. 本機器の使用に必要な電源および電気等に係る費用は、契約者の負担とします。 

3. 契約者は、本機器の分解、解析、改造、改変、転貸、第三者への売却、譲渡、および担保に供することを行って

はならないものとします。また、対象サービスの利用以外の目的に本機器を使用してはならないものとします。 

4. 契約者は、本機器に添付されているプログラム(以下「プログラム」といいます。)の全部または一部の解析、改造、

複製、改変、第三者への売却、譲渡、その他プログラムに関する著作権等を侵害する行為を行ってはならないも

のとします。 

 

第10条 (本機器の設置および撤去等) 
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1. 本機器の設置、移設、撤去については、契約者の費用と責任で行うものとします。 

2. 契約者の通信設備、コンピュータ等と本機器とを接続するために必要となる物品等がある場合は、当社が別に定

める場合を除き、契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。 

3. 契約者が前項の物品等を準備していないこと等により本機器を利用できない場合であっても、契約者は、本サー

ビスの利用料を支払うものとします。 

 

第11条 (本機器の故障) 

1. 契約者は、本機器に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社が別途定める方法により通知するものと

します。 

2. 当社は、前項の通知を受領後、正常な本機器(以下「代品」といいます。)を提供し、契約者は、代品を受領後速や

かに、故障、毀損等の生じた本機器（以下「故障品」といいます。)を5営業日以内に当社が指定する場所に送付

するものとします。 

3. 故障品の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して、代品購入代金相当額の費用を請求することができる

ものとします。なお、返却期限を越えて機器の返却がなされた場合においても、代品購入代金相当額の費用は返

金しないもとします。 

4. 前項において提供する代品は、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。 

5. 本機器の故障、毀損等が当社の責に帰すべからざる事由、天災、事変その他不可抗力による場合、契約者は代

品購入代金相当額の費用および本条に関して生じた費用の一切を負担するものとします。 

 

第12条 (本機器の返還等) 

1. 契約者は、本サービス契約が終了した場合又は本機器の変更による引き渡しがあった場合、契約者の責任と費

用負担により、本機器を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い解約日月末までに当社が別

途指定する場所に送付することにより返還するものとします。 

2. 契約者は、第1項で定める返還方法以外の方法で本機器を返還する場合、契約者の責任と費用負担で行うもの

とします。 

3. 第1項で定める返却期限を経過後もなお本機器の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して、代品購入

代金相当額の費用を請求することができるものとします。なお、返却期限を越えて機器の返却がなされた場合に

おいても、代品購入代金相当額の費用は返金しないもとします。 

 

第13条 (本機器の滅失、紛失、盗難等) 

1. 本機器の滅失、紛失、盗難等により本機器の返還が不可能な場合、当社は、契約者に対し、代品購入代金相当

額の費用を請求することができるものとします。 

 

第14条 (責任の範囲) 

1. 当社は、本機器の故障、滅失、盗難等から契約者に生じた損害については、当社に故意または重大な過失があ

る場合を除き、賠償責任を負わないものとします。 

2. 契約者による本機器の使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責

任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。 
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第15条 (契約の単位) 

1. 一つの本サービスに対し、一つの利用契約を締結するものとします。 

 

第16条 (契約の申込) 

1. 本サービスの利用の申込みは当社が別途定める方法により行うものとします。 

2. 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、契約者は、当社に個人情報を提

供することについて、同意した上で記載したものとみなします。 

3. 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾

するものとします。 

 

第17条 (契約申込の承諾) 

1. 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、

その順序を変更することがあります。 

2. 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。 

① 本サービスの提供が技術上困難なとき。  

② 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、

または怠るおそれがあるとき。  

③ 本サービスの申込をした者が第 40 条（提供停止）各号の一に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。  

④ 本サービスの申込をした者が当社との間で過去に締結した契約が、本サービスその他当社の提供するサービス

の利用規約違反に基づき、解除されたことがあるとき 

⑤ 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。  

⑥ 本サービスの申込をした者が指定した支払口座等が、金融機関等により利用が差し止められていることが判明し

たとき。  

⑦ 違法に、または公序良俗に反する態様にて本サービスを現に利用、または利用するおそれがあるとき。 

⑧ 本サービスの申込みをした者が、当社または本サービスの信用を現に毀損、または毀損するおそれがあるとき。 

⑨ 本サービスの申込みをした者が、本サービスを直接または間接に利用する他者の利用に、支障を与える様態に

て本サービスを現に利用、または利用するおそれがあるとき。 

⑩ 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。  

⑪ 申込者もしくはその関係者が反社会勢力に属するものと当社が判断した場合。 

⑫ 当社が申込を承諾しない場合には、当社は、申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。 

 

第18条 (契約事項の変更) 

1. 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、

契約者は、契約事項の変更を当社に対し申入れるものとします。  

2. 当社は、前項の変更申入れを承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で

通知します。 

3. 当社は、第 1 項の変更申し入れがあった場合において、その変更申入れを承諾することが当社の業務遂行上支
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障があるときは、その変更申入れを承諾しないことがあります。この場合は、当社は、その理由を契約者に通知し

ます。 

 

第19条 (契約者の名称等の変更) 

1. 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨および変更後の内容を当社が別途定める方法により、す

みやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を

証明する書類を提出していただくことがあります。 

① 氏名または名称 

② 住所 

③ 連絡先電話番号、電子メールアドレス 

④ 当社に届け出た請求書送付先 

⑤ その他当社が指定する事項 

 

第20条 (契約者の地位の承継) 

1. 契約者である法人（以下、「被承継法人」といいます。）について、合併または会社分割、事業譲渡があった場合

には、契約者は、その旨および契約者の地位の承継が予定される法人（以下、「承継法人」といいます。）をただ

ちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が契約者の地位の承継を承諾しない場合、

当社は、当該通知受領後30日以内に、承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものと

します。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、承継法人は、利用契約に基づき被承継法人が当社に対

して負っている一切の債権・債務を承継するものとします。 

 

第21条 (権利の譲渡等) 

1. 契約者は、前条に規定する場合を除き、第三者に対し、本サービスの利用契約上の地位または権利もしくは義務

を譲渡または移転することはできません。 

 

第22条 (サービス利用開始) 

1. 申込書に記載の利用開始希望日を受け、当社が発行する登録書に利用開始日として記載した日を本サービスの

利用開始日とします。 

 

第23条 (本サービス契約の解約、終了) 

1. 契約者は、本サービスの利用契約を解約する場合は、解約希望日の１カ月前に当社所定の方法により当社に届

け出るものとします。また契約者は、最低利用期間中においては、利用契約を解約できないものとします。 

2. 当社は、契約者に対し、予め書面により通知を行うことにより、本サービスの利用契約を解約することができます。 

3. 当社は、契約者が反社会勢力に属していると当社が判断した場合、本サービス契約の解約日を待たずに強制解

約することが出来ます。 

4. レンタル機器の返却をもって解約完了とします。レンタル機器が返却されない場合は延長費用がかかるものとしま

す。 
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第24条 (本サービスの廃止) 

1. 当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。当社は、本サービスを廃止する場合には、6 ヶ

月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にその旨を通知し、本サービスを廃止することとします。 

2. 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。 

 

第25条 (利用責任者) 

1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本サービス利用の適正化を図るために当社との連絡、協議の任にあたる

本サービスの利用責任者を定め、当社が別途定める方法により当社に届け出るものとします。利用責任者が交代

したときも同様に届け出るものとします。 

 

第26条 (著作権等) 

1. 契約者に提供されるソフトウェアおよびその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」 といいます)については、その

著作権、ノウハウ等の知的財産権のすべてを当社または当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有し

ます。 

2. 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的で利用できませ

ん。 

3. 契約者は、ソフトウェア等について、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分することはできません。 

 

第27条 (データ等の滅失) 

1. 提供されるソフトウェア等により契約者のデータ等が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用され

たとしても、その結果発生する契約者の直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないもの

とします。 

 

第28条 (解約時のソフトウェア等) 

1. 契約者は、前条の場合、または何らかの理由により利用契約が終了した場合には、ソフトウェア等を速やかに削

除するものとします。また、これによる契約者の直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わな

いものとします。 

 

第29条 (契約者の自己負担) 

1. 契約者は、当社より一時的に付与された ID、パスワードについて善良なる管理者としての注意義務をもって保持

するものとし、契約者以外の者に使用させること、譲渡、貸与、または担保に供する等の行為を行ってはならない

ものとします。第三者による不正使用等により契約者に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。 

2. 前項に定める ID、パスワードの管理不十分、使用上の過誤、およびその他の理由により、当社および第三者に与

えた損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 

3. 第1項に定める ID、パスワードを忘れた場合もしくは盗用された場合は、契約者は、速やかに当社に連絡するもの

こととします。その場合において、契約者は、当社から指示がある場合は、その指示に従うものとします。 

4. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が
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他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は、自己の費用負担と責任で解決するものとし、当社に

何らの迷惑または損害を与えないものとします。 

 

第30条 (料金等) 

1. 本サービスの料金は、申込書に記載の通りとする。 

2. 本サービスの料金は、利用開始日の翌月 1 日を料金開始とし、利用停止月の末日までの期間に係る本サービス

について発生します。契約期間途中で本サービスを解除された場合であっても、料金は減額されないものとしま

す。また、解約されない場合は自動更新とします。 

3. 申込書記載の最低利用期間の前に利用契約が解約された場合、契約者は、残余期間分の料金を支払うものとし

ます。 

4. 各通信会社の価格変動等により、当社が本サービスの料金を不相当と認めるに至った場合、契約期間内におい

てもサービスの料金を変更することができるものとする。 

 

第31条  (料金等の支払方法) 

1. 契約者は、料金等を銀行振込により支払うものとします。 

2. 送金手数料(振込手数料)は契約者負担とします。 

3. 請求代金の支払期限は、当社が取り決めた日とします。 

4. 契約者は、利用料金が請求された後は、いかなる事由によっても、当該請求に対する支払方法を変更することは

できないものとします。 

5. 当社は、契約者が当社に一旦利用料金を支払った場合、当社から契約者への返還は行いません。 

6. 当社が本規約の適用を解除した場合であっても同様とします。 

 

第32条 (割増金) 

1. 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指

定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。 

 

第33条 (遅延損害金) 

1. 契約者が、料金その他の債務 (遅延利息は除く。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、契

約者は、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、遅延日数１日につき、年14.5％の割合で計算し

て得た額を、遅延損害金として当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。 

 

第34条 (消費税等) 

1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規

定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債

務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。 

 

第35条 (端数処理) 

1. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てま
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す。 

 

第36条 (債権回収の委託) 

1. 契約者は、本サービスの料金等の当社への債務の支払を怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を、「債権

管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に委託することを、予め承諾す

るものとします。 

 

第37条 (利用の制限) 

1. 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限す

る措置を取ることがあります。 

 

第38条 (提供中止) 

1. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。 

2. 当社の設備の保守または工事のためやむを得ないとき。 

3. 当社が設置する設備の障害等やむを得ないとき。 

4. 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただ

し、緊急を要するときその他やむを得ないときは、この限りではありません。 

 

第39条 (提供停止) 

1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する

本サービスの提供を停止することができるものとします。 

2. 利用契約上の債務の履行を怠り、または怠るおそれがあるとき。  

3. 違法に、または公序良俗に反する態様にて本サービスを利用したとき。 

4. 当社が提供する本サービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設

備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。  

5. 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に関する申告があり、

その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。  

6. 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払口座を使用することができなくなったとき。  

7. その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。  

 

第40条 (契約の解除) 

1. 当社は、契約者が次の各号の一に掲げる事由に該当するときは、本サービスの利用契約を解除することができま

す。 

2. 第 40 条(提供停止)各号の一に定める事由に契約者が該当するとき。 

3. 契約者について、破産、会社更生、特別清算または民事再生に係る申立があったとき 

4. その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき 

 

第41条 (損害賠償の範囲)  
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1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を

含みます。)において、当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上の時間（以下、「利用不能時間」とい

います。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数

（小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金（本サービスに係るものに限る。また、年額料金の場合は、年

額料金の12分の１の額を基準とします。)の30分の1を乗じて算出した額を契約者に係る本サービスの料金から減

額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった

ときは、契約者は、その権利を失うものとします。 

2. 前項の場合を除き、当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)に

ついて賠償の責任を負いません。 

 

第42条 (免責) 

1. 契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、当社は、前条（損害

賠償の範囲）第1項で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。 

2. 契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サ

ービスから得た情報等に起因する損害を含みますがそれらに限定されません。)を負うことがあっても、その原因の

如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)第1項で規定する責任を当社が負う責任のすべてとします。  

3. 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による当社

製品の故障、破損または滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとします。  

 

第43条 (損害賠償請求)  

1. 契約者が利用規約に違反することにより、当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し、利用契約の解除の

有無にかかわらず、損害賠償の請求をすることができるものとします。  

 

第44条 (機密保持) 

1. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報およびサービスの内容を、当社があらかじめ書面で

承諾した場合を除き、第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。 

2. 当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者に関する機密情報を、利用規約に別途定めがある場合または

当該契約者があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示または漏洩しません。 

3. 第1項および前項の規定は、本サービスの利用契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとし

ます。 

 

第45条 (第三者への委託) 

1. 当社は、本サービスの提供上必要となる当社の業務の一部を、当社が指定する第三者に委託することができるも

のとします。 

2. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたって、契約者の情報を当社の業務委託先に開示することを承諾

するものとします。 

 

第46条 (準拠法) 
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1. 利用規約は、日本国の法律の適用を受け、また日本国の法律によって解釈されるものとします。 

 

第47条 (管轄裁判所)  

1. 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、訴額により、東京簡易裁判所または東

京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

付則  

この利用規約は、平成 27年 12月 1日から実施します。 
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